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正
　
　
　
　
　
誤

令
和
七
年
十
二
月
十
九
日
付
け
大
分
県
報
（
六
六
六
）
に
登
載
の
大
分
県
企
業
局
訓
令
第
十
二
号
（
大

分
県
企
業
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
）
中
の
訂
正
…
…
…
…
…
…
…
一
六

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

三
恵
印
刷
株
式
会
社　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

○
議
　
会
　
規
　
則

　

大
分
県
議
会
議
員
記
章
着
用
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日

大
分
県
議
会
議
長　
　

嶋　
　
　
　
　
　
　

幸　
　
　

一　

大
分
県
議
会
規
則
第
四
号

　
　
　
大
分
県
議
会
議
員
記
章
着
用
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

大
分
県
議
会
議
員
記
章
着
用
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
大
分
県
議
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

　

別
記
第
三
号
中
「
十
八
金
製
」
を
「
金
色
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

○
企
業
局
管
理
規
程

　

大
分
県
企
業
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

　
　

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日

大
分
県
企
業
局
長　
　

渡　
　
　

辺　
　
　

淳　
　
　

一　

大
分
県
企
業
局
管
理
規
程
第
十
二
号

　
　
　
大
分
県
企
業
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　

大
分
県
企
業
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
（
令
和
二
年
大
分
県
企
業
局
管
理
規
程
第

二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
六
項
及
び
第
六
条
第
三
項
中
「
百
分
の
百
二
十
五
」
を
「
百
分
の
百
二
十
七
・
五
」
に
改
め

る
。

　

第
六
条
の
二
第
一
項
中
「
百
分
の
百
五
」
を
「
百
分
の
百
七
・
五
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
等
）

１　

こ
の
規
程
は
、
公
示
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
大
分
県
企
業
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
等
に

　

関
す
る
規
程
（
以
下
「
改
正
後
の
規
程
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
令
和
七
年
十
二
月
一
日
か
ら
適
用
す

　

る
。

（
議
会
規
則
・
企
業
局
管
理
規
程
）
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二

　

（
給
与
の
内
払
）

２　

改
正
後
の
規
程
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
改
正
前
の
大
分
県
企
業
局
会
計
年
度
任
用
職

　

員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た
給
与
は
、
改
正
後
の
規
程
の
規
定
に
よ
る

　

給
与
の
内
払
と
み
な
す
。

○
告
　
　
　
　
　
示

大
分
県
告
示
第
四
百
八
十
一
号

　

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
。
以
下
「
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第
五

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
一
の
と
お
り
漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
求
め
る
た
め
の
事
前
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
施
行
令
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
を
次
の
二
に
よ
り
縦
覧

に
供
す
る
。

　
　

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

届
出
事
項

　

１　

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

　
　
　

佐
伯
市
蒲
江
大
字
森
崎
浦
千
九
百
四
十
一
番
地
の
一

　
　
　
　

渡
邉　

満
晴

　
　
　

佐
伯
市
蒲
江
大
字
丸
市
尾
浦
千
三
百
六
番
地
四

　
　
　
　

牧
口　

光

　
　
　

佐
伯
市
蒲
江
大
字
森
崎
浦
三
百
九
十
四
番
地
一

　
　
　
　

木
許　

喜
文

　

２　

加
入
区

　
　
　

名
護
屋
加
入
区

　

３　

法
第
百
十
三
条
第
一
項
の
申
出
を
す
る
漁
業
協
同
組
合
の
名
称

　
　
　

大
分
県
漁
業
協
同
組
合

二　

指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧

　

１　

縦
覧
期
間

　
　
　

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
八
年
一
月
九
日
ま
で

　

２　

縦
覧
場
所

　
　

㈠　

大
分
市
府
内
町
三
丁
目
五
番
七
号

（
企
業
局
管
理
規
程
・
告
示
）

　
　
　
　

大
分
県
漁
業
協
同
組
合
事
務
所

　
　

㈡　

佐
伯
市
蒲
江
大
字
丸
市
尾
浦
五
百
五
十
四
番
地

　
　
　
　

大
分
県
漁
業
協
同
組
合
名
護
屋
取
次
店
事
務
所

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
四
百
八
十
二
号

　

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
ま
あ
じ
、
ま
い
わ
し
太
平
洋
系
群
及
び
か
た
く
ち
い
わ
し
太
平
洋
系
群
に
関
す
る
令
和
八
管
理
年

度
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
を
次
の
よ
う
に
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
公
表
す
る
。

　
　

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

　

ま
あ
じ
、
ま
い
わ
し
太
平
洋
系
群
及
び
か
た
く
ち
い
わ
し
太
平
洋
系
群
に
関
す
る
令
和
八
管
理
年
度
（
令

和
八
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
を
い
う
。
）
に
お
け
る
法
第
十
六
条
第
一
項
に

規
定
す
る
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
一　

ま
あ
じ

　
　
　

法
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
知
事
管
理

　
　

区
分
ご
と
に
、
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
数
量
と
す
る
。

知
事
管
理
区
分

知
事
管
理
漁
獲
可
能
量

大
分
県
ま
あ
じ
漁
業
区
分

現
行
水
準

備
考　

本
県
に
定
め
ら
れ
た
都
道
府
県
別
漁
獲
可
能
量　

現
行
水
準

第
二　

ま
い
わ
し
太
平
洋
系
群

　
　
　

法
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
知
事
管
理

　
　

区
分
ご
と
に
、
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
数
量
と
す
る
。

知
事
管
理
区
分

知
事
管
理
漁
獲
可
能
量

大
分
県
ま
い
わ
し
漁
業
区
分

現
行
水
準

備
考　

本
県
に
定
め
ら
れ
た
都
道
府
県
別
漁
獲
可
能
量　

現
行
水
準

第
三　

か
た
く
ち
い
わ
し
太
平
洋
系
群

　
　
　

法
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
知
事
管
理

　
　

区
分
ご
と
に
、
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
数
量
と
す
る
。
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三

（
告
示
・
選
管
委
告
示
）

知
事
管
理
区
分

知
事
管
理
漁
獲
可
能
量

大
分
県
か
た
く
ち
い
わ
し
（
太
平
洋
系
群
）
漁
業
区
分

一
〇
七
、
〇
〇
〇
ト
ン
の
内
数

備
考　

本
県
に
定
め
ら
れ
た
都
道
府
県
別
漁
獲
可
能
量　

一
〇
七
、
〇
〇
〇
ト
ン
の
内
数

○
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
一
号

　

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
九
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
七
年
七
月

二
十
日
執
行
の
参
議
院
大
分
県
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
各
候
補
者
の
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
入
及
び
支
出

の
報
告
書
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日大

分
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

千　
　
　

野　
　
　

博　
　
　

之　

第
一
回
報
告
分

公
職
の
候
補
者
の
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
支
報
告
書
要
旨

１
　
選
挙
の
種
類
　
令
和
７
年
７
月
20日
執
行
参
議
院
大
分
県
選
出
議
員
選
挙

２
　
公
職
選
挙
法
の
規
定
に
よ
る
選
挙
運
動
に
関
す
る
支
出
の
金
額
の
制
限
額
（
法
定
選
挙
運
動
費
用
額
）

35,789,200円
　

３
　
収
支
報
告
書
の
要
旨

候
補
者
氏
名
安
倍
　
正
雄

所
属
党
派

日
本
誠
真
会

期
間
５
月
25日
か
ら

７
月
27日
ま
で
第
１
回
分

出
納
責
任
者
氏
名

安
倍
　
正
雄

　
収
　
入

支
　
出

　
主
た
る
寄
附

人
　
件
　
費

255,000円
　
（
団
体
名
）

（
寄
附
額
）

家
　
屋
　
費

416,806
　
　
日
本
誠
真
会

749,290円
　
選
挙
事
務
所
費

416,806
　
（
氏
名
）

（
職
業
）

　
集
合
会
場
費

0
　
　
千
葉
　
隆

無
職

30,000
通
　
信
　
費

4,175
　
　
久
寿
米
木
　
い
づ
み

無
職

30,000
交
　
通
　
費

48,556
印
　
刷
　
費

787,563
広
　
告
　
費

0
文
　
具
　
費

48,677
食
　
糧
　
費

113,856
休
　
泊
　
費

22,400
雑
　
　
　
費

245,050

　
そ
の
他
の
寄
附

３
件

5,000
　
そ
の
他
の
収
入

1,127,793

　
今
回
計

1,942,083
今
回
計

1,942,083
　
総
　
計

1,942,083
総
　
計

1,942,083

支
出
の
う
ち
公
費

負
担
相
当
額

項
　
　
　
　
　
　
　
　
　
目

金
　
　
額

選
挙
運
動
用
通
常
葉
書
の
作
成

0円
ビ
ラ
の
作
成

0円
ポ
ス
タ
ー
の
作
成

0円
選
挙
事
務
所
の
立
札
及
び
看
板
の
類
の
作
成

0円
選
挙
運
動
用
自
動
車
等
の
立
札
及
び
看
板
の
類
の
作
成

0円
個
人
演
説
会
の
立
札
及
び
看
板
の
類
の
作
成

0円
政
見
放
送
の
録
画
等

0円
計

0円
報
告
書
受
理
年
月
日

令
和
７
年
８
月
４
日

第
１
回
報
告
分



令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日

大
分
県
報

四

（
選
管
委
告
示
）

公
職
の
候
補
者
の
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
支
報
告
書
要
旨

１
　
選
挙
の
種
類
　
令
和
７
年
７
月
20日
執
行
参
議
院
大
分
県
選
出
議
員
選
挙

２
　
公
職
選
挙
法
の
規
定
に
よ
る
選
挙
運
動
に
関
す
る
支
出
の
金
額
の
制
限
額
（
法
定
選
挙
運
動
費
用
額
）

35,789,200円
　

３
　
収
支
報
告
書
の
要
旨

候
補
者
氏
名
中
山
　
亜
紀

所
属
党
派

自
由
民
主
党

期
間
６
月
15日
か
ら

７
月
31日
ま
で
第
１
回
分

出
納
責
任
者
氏
名

大
塚
　
久
美

　
収
　
入

支
　
出

　
主
た
る
寄
附

人
　
件
　
費

2,755,000円
　
（
団
体
名
）

（
寄
附
額
）

家
　
屋
　
費

2,619,790
　
　
自由民主党大分県参議院選挙区第二支部

8,800,000円
　
選
挙
事
務
所
費

834,850
　
集
合
会
場
費

1,784,940
通
　
信
　
費

489,764
交
　
通
　
費

283,837
印
　
刷
　
費

2,620,884
広
　
告
　
費

4,278,251
文
　
具
　
費

23,327
食
　
糧
　
費

673,212
休
　
泊
　
費

194,400
雑
　
　
　
費

215,125

　
そ
の
他
の
寄
附

０
件

0
　
そ
の
他
の
収
入

2,000,000

　
今
回
計

10,800,000
今
回
計

14,153,590
　
総
　
計

10,800,000
総
　
計

14,153,590

支
出
の
う
ち
公
費

負
担
相
当
額

項
　
　
　
　
　
　
　
　
　
目

金
　
　
額

選
挙
運
動
用
通
常
葉
書
の
作
成

339,200円
ビ
ラ
の
作
成

869,700円
ポ
ス
タ
ー
の
作
成

1,411,984円
選
挙
事
務
所
の
立
札
及
び
看
板
の
類
の
作
成

184,137円
選
挙
運
動
用
自
動
車
等
の
立
札
及
び
看
板
の
類
の
作
成

232,456円
個
人
演
説
会
の
立
札
及
び
看
板
の
類
の
作
成

222,015円
政
見
放
送
の
録
画
等

3,111,000円
計

6,370,492円
報
告
書
受
理
年
月
日

令
和
７
年
８
月
４
日

第
１
回
報
告
分

公
職
の
候
補
者
の
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
支
報
告
書
要
旨

１
　
選
挙
の
種
類
　
令
和
７
年
７
月
20日
執
行
参
議
院
大
分
県
選
出
議
員
選
挙

２
　
公
職
選
挙
法
の
規
定
に
よ
る
選
挙
運
動
に
関
す
る
支
出
の
金
額
の
制
限
額
（
法
定
選
挙
運
動
費
用
額
）

35,789,200円
　

３
　
収
支
報
告
書
の
要
旨

候
補
者
氏
名
二
宮
　
大
造

所
属
党
派

Ｎ
Ｈ
Ｋ
党

期
間
６
月
18日
か
ら

７
月
２
日
ま
で
第
１
回
分

出
納
責
任
者
氏
名

二
宮
　
大
造

　
収
　
入

支
　
出

　
主
た
る
寄
附

人
　
件
　
費

0円
　
（
団
体
名
）

（
寄
附
額
）

家
　
屋
　
費

0
　
　
Ｎ
Ｈ
Ｋ
党

251,418円
　
選
挙
事
務
所
費

0
　
集
合
会
場
費

0
通
　
信
　
費

0
交
　
通
　
費

0
印
　
刷
　
費

182,382
広
　
告
　
費

94,652
文
　
具
　
費

0
食
　
糧
　
費

0
休
　
泊
　
費

0
雑
　
　
　
費

0

　
そ
の
他
の
寄
附

０
件

0
　
そ
の
他
の
収
入

25,616

　
今
回
計

277,034
今
回
計

277,034
　
総
　
計

277,034
総
　
計

277,034

支
出
の
う
ち
公
費

負
担
相
当
額

項
　
　
　
　
　
　
　
　
　
目

金
　
　
額

選
挙
運
動
用
通
常
葉
書
の
作
成

0円
ビ
ラ
の
作
成

0円
ポ
ス
タ
ー
の
作
成

0円
選
挙
事
務
所
の
立
札
及
び
看
板
の
類
の
作
成

0円
選
挙
運
動
用
自
動
車
等
の
立
札
及
び
看
板
の
類
の
作
成

0円
個
人
演
説
会
の
立
札
及
び
看
板
の
類
の
作
成

0円
政
見
放
送
の
録
画
等

0円
計

0円
報
告
書
受
理
年
月
日

令
和
７
年
８
月
４
日

第
１
回
報
告
分



令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日

大
分
県
報

五

（
選
管
委
告
示
）

公
職
の
候
補
者
の
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
支
報
告
書
要
旨

１
　
選
挙
の
種
類
　
令
和
７
年
７
月
20日
執
行
参
議
院
大
分
県
選
出
議
員
選
挙

２
　
公
職
選
挙
法
の
規
定
に
よ
る
選
挙
運
動
に
関
す
る
支
出
の
金
額
の
制
限
額
（
法
定
選
挙
運
動
費
用
額
）

35,789,200円
　

３
　
収
支
報
告
書
の
要
旨

候
補
者
氏
名
野
中
　
慎
也

所
属
党
派

参
政
党

期
間
６
月
14日
か
ら

７
月
22日
ま
で
第
１
回
分

出
納
責
任
者
氏
名

中
野
　
弘
美

　
収
　
入

支
　
出

　
主
た
る
寄
附

人
　
件
　
費

0円
　
（
団
体
名
）

（
寄
附
額
）

家
　
屋
　
費

128,985
　
　
参
政
党
大
分
県
支
部
連
合
会

1,423,822円
　
選
挙
事
務
所
費

54,825
　
集
合
会
場
費

74,160
通
　
信
　
費

14,434
交
　
通
　
費

11,160
印
　
刷
　
費

996,578
広
　
告
　
費

4,416,571
文
　
具
　
費

0
食
　
糧
　
費

8,560
休
　
泊
　
費

12,250
雑
　
　
　
費

42,962

　
そ
の
他
の
寄
附

０
件

0
　
そ
の
他
の
収
入

0

　
今
回
計

1,423,822
今
回
計

5,631,500
　
総
　
計

1,423,822
総
　
計

5,631,500

支
出
の
う
ち
公
費

負
担
相
当
額

項
　
　
　
　
　
　
　
　
　
目

金
　
　
額

選
挙
運
動
用
通
常
葉
書
の
作
成

4,070円
ビ
ラ
の
作
成

459,030円
ポ
ス
タ
ー
の
作
成

533,478円
選
挙
事
務
所
の
立
札
及
び
看
板
の
類
の
作
成

0円
選
挙
運
動
用
自
動
車
等
の
立
札
及
び
看
板
の
類
の
作
成

100,100円
個
人
演
説
会
の
立
札
及
び
看
板
の
類
の
作
成

0円
政
見
放
送
の
録
画
等

3,111,000円
計

4,207,678円
報
告
書
受
理
年
月
日

令
和
７
年
８
月
４
日

第
１
回
報
告
分

公
職
の
候
補
者
の
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
支
報
告
書
要
旨

１
　
選
挙
の
種
類
　
令
和
７
年
７
月
20日
執
行
参
議
院
大
分
県
選
出
議
員
選
挙

２
　
公
職
選
挙
法
の
規
定
に
よ
る
選
挙
運
動
に
関
す
る
支
出
の
金
額
の
制
限
額
（
法
定
選
挙
運
動
費
用
額
）

35,789,200円
　

３
　
収
支
報
告
書
の
要
旨

候
補
者
氏
名
吉
田
　
忠
智

所
属
党
派

立
憲
民
主
党

期
間
６
月
６
日
か
ら

８
月
１
日
ま
で
第
１
回
分

出
納
責
任
者
氏
名

上
地
　
弘
記

　
収
　
入

支
　
出

　
主
た
る
寄
附

人
　
件
　
費

2,255,500円
　
（
団
体
名
）

（
寄
附
額
）

家
　
屋
　
費

3,085,314
　
　
立
憲
民
主
党

5,000,000円
　
選
挙
事
務
所
費

464,000
　
集
合
会
場
費

2,621,314
通
　
信
　
費

808,500
交
　
通
　
費

31,953
印
　
刷
　
費

2,918,300
広
　
告
　
費

5,109,171
文
　
具
　
費

68,849
食
　
糧
　
費

401,509
休
　
泊
　
費

1,073,300
雑
　
　
　
費

1,100,542

　
そ
の
他
の
寄
附

０
件

0
　
そ
の
他
の
収
入

7,500,000

　
今
回
計

12,500,000
今
回
計

16,852,938
　
総
　
計

12,500,000
総
　
計

16,852,938

支
出
の
う
ち
公
費

負
担
相
当
額

項
　
　
　
　
　
　
　
　
　
目

金
　
　
額

選
挙
運
動
用
通
常
葉
書
の
作
成

339,200円
ビ
ラ
の
作
成

869,700円
ポ
ス
タ
ー
の
作
成

847,000円
選
挙
事
務
所
の
立
札
及
び
看
板
の
類
の
作
成

122,758円
選
挙
運
動
用
自
動
車
等
の
立
札
及
び
看
板
の
類
の
作
成

232,456円
個
人
演
説
会
の
立
札
及
び
看
板
の
類
の
作
成

19,250円
政
見
放
送
の
録
画
等

3,111,000円
計

5,541,364円
報
告
書
受
理
年
月
日

令
和
７
年
８
月
４
日

第
１
回
報
告
分



令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日

大
分
県
報

六

（
選
管
委
告
示
）

公
職
の
候
補
者
の
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
支
報
告
書
要
旨

１
　
選
挙
の
種
類
　
令
和
７
年
７
月
20日
執
行
参
議
院
大
分
県
選
出
議
員
選
挙

２
　
公
職
選
挙
法
の
規
定
に
よ
る
選
挙
運
動
に
関
す
る
支
出
の
金
額
の
制
限
額
（
法
定
選
挙
運
動
費
用
額
）

35,789,200円
　

３
　
収
支
報
告
書
の
要
旨

候
補
者
氏
名
中
山
　
亜
紀

所
属
党
派

自
由
民
主
党

期
間
８
月
８
日
か
ら

９
月
12日
ま
で
第
２
回
分

出
納
責
任
者
氏
名

大
塚
　
久
美

　
収
　
入

支
　
出

　
主
た
る
寄
附

0円
人
　
件
　
費

0円
家
　
屋
　
費

1,303,500
　
選
挙
事
務
所
費

0
　
集
合
会
場
費

1,303,500
通
　
信
　
費

1,590,014
交
　
通
　
費

508,227
印
　
刷
　
費

0
広
　
告
　
費

2,031,238
文
　
具
　
費

0
食
　
糧
　
費

0
休
　
泊
　
費

0
雑
　
　
　
費

174,058

　
そ
の
他
の
寄
附

０
件

0
　
そ
の
他
の
収
入

2,590,135

　
今
回
計

2,590,135
今
回
計

5,607,037
　
前
回
計

10,800,000
前
回
計

14,153,590
　
総
　
計

13,390,135
総
　
計

19,760,627

支
出
の
う
ち
公
費

負
担
相
当
額

項
　
　
　
　
　
　
　
　
　
目

金
　
　
額

選
挙
運
動
用
通
常
葉
書
の
作
成

0円
ビ
ラ
の
作
成

0円
ポ
ス
タ
ー
の
作
成

0円
選
挙
事
務
所
の
立
札
及
び
看
板
の
類
の
作
成

0円
選
挙
運
動
用
自
動
車
等
の
立
札
及
び
看
板
の
類
の
作
成

0円
個
人
演
説
会
の
立
札
及
び
看
板
の
類
の
作
成

0円
政
見
放
送
の
録
画
等

0円
計

0円
報
告
書
受
理
年
月
日

令
和
７
年
９
月
25日

第
２
回
報
告
分

第
二
回
報
告
分



令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日

大
分
県
報

七

公
職
の
候
補
者
の
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
支
報
告
書
要
旨

１
　
選
挙
の
種
類
　
令
和
７
年
７
月
20日
執
行
参
議
院
大
分
県
選
出
議
員
選
挙

２
　
公
職
選
挙
法
の
規
定
に
よ
る
選
挙
運
動
に
関
す
る
支
出
の
金
額
の
制
限
額
（
法
定
選
挙
運
動
費
用
額
）

35,789,200円
　

３
　
収
支
報
告
書
の
要
旨

候
補
者
氏
名
吉
田
　
忠
智

所
属
党
派

立
憲
民
主
党

期
間
８
月
19日
か
ら

８
月
20日
ま
で
第
２
回
分

出
納
責
任
者
氏
名

上
地
　
弘
記

　
収
　
入

支
　
出

　
主
た
る
寄
附

0円
人
　
件
　
費

0円
家
　
屋
　
費

517,126
　
選
挙
事
務
所
費

155,666
　
集
合
会
場
費

361,460
通
　
信
　
費

0
交
　
通
　
費

0
印
　
刷
　
費

0
広
　
告
　
費

38,500
文
　
具
　
費

0
食
　
糧
　
費

0
休
　
泊
　
費

0
雑
　
　
　
費

572

　
そ
の
他
の
寄
附

０
件

0
　
そ
の
他
の
収
入

0

　
今
回
計

0
今
回
計

556,198
　
前
回
計

12,500,000
前
回
計

16,852,938
　
総
　
計

12,500,000
総
　
計

17,409,136

支
出
の
う
ち
公
費

負
担
相
当
額

項
　
　
　
　
　
　
　
　
　
目

金
　
　
額

選
挙
運
動
用
通
常
葉
書
の
作
成

0円
ビ
ラ
の
作
成

0円
ポ
ス
タ
ー
の
作
成

0円
選
挙
事
務
所
の
立
札
及
び
看
板
の
類
の
作
成

0円
選
挙
運
動
用
自
動
車
等
の
立
札
及
び
看
板
の
類
の
作
成

0円
個
人
演
説
会
の
立
札
及
び
看
板
の
類
の
作
成

0円
政
見
放
送
の
録
画
等

0円
計

0円
報
告
書
受
理
年
月
日

令
和
７
年
８
月
21日

第
２
回
報
告
分

（
選
管
委
告
示
）

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
二
号

　

収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
二
十
六
年
大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日大

分
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

千　
　
　

野　
　
　

博　
　
　

之　

　

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
収
支
報
告
書
の
要
旨
等
の
公
表
に
関
す
る
規
程
　

　

第
二
条
の
見
出
し
中
「
要
旨
の
」
を
削
り
、
同
条
中
「
要
旨
の
」
を
削
り
、
「
お
け
る
収
支
報
告
書
の
公

表
を
も
っ
て
代
え
る
」
を
「
掲
載
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
三
号

　

政
治
団
体
の
収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書
の
閲
覧
及
び
写
し
の
交
付
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
五
十
二
年
大
分

県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日大

分
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

千　
　
　

野　
　
　

博　
　
　

之　

　

第
一
条
第
一
項
中
「
規
程
」
を
「
告
示
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
（
法
第
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
削
り
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

四　

法
第
十
九
条
の
十
四
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
書

　

第
一
号
様
式
中

「
□　

政
治
資
金
監
査
報
告
書

（国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
み
該
当

）
」
を

「
□　

政
治
資
金
監
査
報
告
書

（国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
み
該
当

）

　

□　
確
認
書

（国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
み
該
当

（解
散
し
た
年
は
該
当
し
な
い

）
）
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
は
、
こ
の
告
示
の
施
行
の
日
以
後
に
さ
れ
た
政
治
資
金
規
正
法
（
昭

　

和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
二
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
つ
い
て
適
用
し
、
同

　

日
前
に
さ
れ
た
同
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。



令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日

大
分
県
報

八

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
四
号

　

政
党
の
支
部
の
支
部
報
告
書
等
の
閲
覧
に
関
す
る
規
程
（
平
成
八
年
大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

千　
　
　

野　
　
　

博　
　
　

之

　

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
政
党
の
支
部
の
公
表
対
象
報
告
文
書
の
閲
覧
及
び
写
し
の
交
付
に
関
す
る
規
程

　

第
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
目
的
）

第
一
条　

こ
の
告
示
は
、
政
党
助
成
法
（
平
成
六
年
法
律
第
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ

　

り
大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
（
以
下
「
本
委
員
会
」
と
い
う
。
）
に
提
出
さ
れ
た
も
の
の
う
ち
、
次
の
各

　

号
に
掲
げ
る
報
告
書
等
（
以
下
「
公
表
対
象
報
告
文
書
」
と
い
う
。
）
の
閲
覧
及
び
写
し
の
交
付
の
請
求

　

に
つ
き
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　

一　

法
第
十
八
条
第
三
項
（
法
第
二
十
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
支
部
報
告

　
　

書
及
び
支
部
総
括
文
書
（
法
第
二
十
条
第
二
項
又
は
法
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
べ
き

　
　

こ
れ
ら
の
文
書
を
含
む
。
）

　

二　

法
第
十
九
条
第
五
項
及
び
法
第
二
十
九
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
九
条
第
一
項
の
監
査

　
　

意
見
書

　

第
二
条
の
見
出
し
中
「
閲
覧
」
の
下
に
「
等
」
を
加
え
、
同
条
中
「
請
求
及
び
閲
覧
」
を
「
閲
覧
及
び
写

し
の
交
付
の
請
求
」
に
改
め
る
。

　

第
三
条
第
一
項
中
「
支
部
報
告
書
等
」
を
「
公
表
対
象
報
告
文
書
」
に
、
「
大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
」

を
「
本
委
員
会
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
支
部
報
告
書
等
」
を
「
公
表
対
象
報
告
文
書
」
に
改
め
、
同

条
第
三
項
中
「
支
部
報
告
書
等
」
を
「
公
表
対
象
報
告
文
書
」
に
、
「
て
い
重
」
を
「
丁
重
」
に
改
め
、
同

条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
写
し
の
交
付
の
請
求
）

第
四
条　

法
第
三
十
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
表
対
象
報
告
文
書
の
写
し
の
交
付
の
請
求
を
し
よ
う

　

と
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
交
付
請
求
者
」
と
い
う
。
）
は
、
公
表
対
象
報
告
文
書
の
写
し
の

　

交
付
請
求
書
（
第
一
号
様
式
）
（
次
項
に
お
い
て
「
交
付
請
求
書
」
と
い
う
。
）
を
本
委
員
会
に
提
出
し

　

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

本
委
員
会
は
、
交
付
請
求
書
に
形
式
上
の
不
備
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
交
付
請
求
者
に
対
し
、
相

　

当
の
期
間
を
定
め
て
、
そ
の
補
正
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
本
委
員
会
は
、
交

（
選
管
委
告
示
）

　

付
請
求
者
に
対
し
、
補
正
の
参
考
と
な
る
情
報
を
提
供
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

本
委
員
会
は
、
法
第
三
十
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
請
求
の
あ
っ
た

　

日
か
ら
十
五
日
以
内
に
、
当
該
請
求
に
係
る
公
表
対
象
報
告
文
書
の
写
し
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た

　

だ
し
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
補
正
を
求
め
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
補
正
に
要
し
た
日
数
は
、
当
該
期

　

間
に
算
入
し
な
い
。

４　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
本
委
員
会
は
、
事
務
処
理
上
の
困
難
そ
の
他
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き

　

は
、
同
項
に
規
定
す
る
期
間
を
四
十
五
日
以
内
に
限
り
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

　

て
、
本
委
員
会
は
、
交
付
請
求
者
に
対
し
、
遅
滞
な
く
、
延
長
後
の
期
間
及
び
延
長
の
理
由
を
交
付
期
限

　

延
長
通
知
書
（
第
二
号
様
式
）
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５　

法
第
三
十
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
係
る
公
表
対
象
報
告
文
書
が
著
し
く
大
量
で
あ
る
た

　

め
、
当
該
請
求
が
あ
っ
た
日
か
ら
六
十
日
以
内
に
そ
の
全
て
に
つ
い
て
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
を
す

　

る
こ
と
に
よ
り
事
務
の
遂
行
に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
同
項
及
び
前
項
の
規

　

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
本
委
員
会
は
、
当
該
請
求
に
係
る
公
表
対
象
報
告
文
書
の
う
ち
の
相
当
の
部
分
に
つ

　

き
当
該
期
間
内
に
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
を
し
、
残
り
の
公
表
対
象
報
告
文
書
に
つ
い
て
は
相
当
の

　

期
間
内
に
同
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
を
す
れ
ば
足
り
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
本
委
員
会
は
、
同
項
に

　

規
定
す
る
期
間
内
に
、
交
付
請
求
者
に
対
し
、
交
付
期
限
特
例
延
長
通
知
書
（
第
三
号
様
式
）
に
よ
り
通

　

知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

附
則
の
次
に
次
の
三
様
式
を
加
え
る
。



令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日

大
分
県
報

九

（
選
管
委
告
示
）

第
１
号
様
式
（
第
４
条
関
係
）

第
1
号

様
式

（
第

4
条

関
係

）
 公

表
対

象
報

告
文

書
の

写
し

の
交

付
請

求
書

 

年
 

月
 

日
 

 
大

分
県

選
挙

管
理

委
員

会
委

員
長

 
殿

 

 
郵

便
番

号
 

請
求

者
 

住
 

所
 

 
氏

 
名

 

法
人

そ
の

他
の

団
体

に
あ

っ
て

は
、

事
務
所
又
は
事
業
 

所
の

所
在

地
並

び
に

そ
の

名
称

及
び

代
表
者
の
氏
名
　

電
話

番
号

 
 

 
（

 
 

）
 

 
－

 

 
政

党
助

成
法
（

平
成

6
年

法
律

第
5
号

）
第

3
2
条

第
5
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

公
表

対
象

報
告

文
書

の
写

し
の

交
付

を
請

求
し

ま
す

。
 

 
写

し
の

交
付

の
 

 
請

求
に

係
る

政
 

 
党

の
支

部
 

名
 

称
年

 

公
表

対
象

報
告

文
書

の
種

類
 

□
支

部
報

告
書

及
び

支
部

総
括

文
書

□
監

査
意

見
書

 
写

し
の

交
付

の
 

 
方

法
 

□
複

写
機

に
よ

り
用

紙
に

複
写

し
た

も
の

の
交

付

□
ス

キ
ャ

ナ
に

よ
り

読
み

取
っ

て
で

き
た

電
磁

的
記

録
を

光
デ

ィ
ス
ク
（
C
D
－
R
）

に
複

写
し

た
も

の
の

交
付

□
ス

キ
ャ

ナ
に

よ
り

読
み

取
っ

て
で

き
た

電
磁

的
記

録
を

光
デ

ィ
ス
ク
（
D
V
D
－
R
）

に
複

写
し

た
も

の
の

交
付

 
交

付
の

場
所

等
□

選
挙

管
理

委
員

会

□
送

付

注
 

１
 

□
の

あ
る

欄
に

は
希

望
す

る
□

内
に

レ
印

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

 

２
 

公
表

対
象

報
告

文
書

の
写

し
の

請
求

に
当

た
り

、
下

記
の

手
数

料
を

負
担

し
て

い
た

だ
き

ま
す

。
 

写
し

の
交

付
の

方
法
 

写
し

の
交

付
に

係
る

手
数

料
の

額
 

複
写

機
に

よ
り

用
紙

に
複

写
し

た
も

の
の

交
付
 

用
紙

１
枚

に
つ

き
 
1
0
円
 

ス
キ
ャ
ナ
に
よ
り
読
み
取
っ
て
で
き
た
電
磁
的

記
録
を
光
デ
ィ
ス
ク
（
C
D
－
R
）
に
複
写
し
た
も

の
の
交
付

光
デ

ィ
ス

ク
（

C
D
－

R
）

１
枚

に
つ

き
1
0
0
円

に
当

該
公

表
対

象
報

告
文

書
の

写
し

1
枚

ご
と

に
1
0
円

を

加
え

た
額
 

ス
キ
ャ
ナ
に
よ
り
読
み
取
っ
て
で
き
た
電
磁
的

記
録
を
光
デ
ィ
ス
ク
（
D
V
D
－
R
）
に
複
写
し
た

も
の
の
交
付

光
デ

ィ
ス

ク
（

D
V
D
－

R
）

１
枚

に
つ

き
1
2
0
円

に

当
該

公
表

対
象

報
告

文
書

の
写

し
1
枚

ご
と

に
1
0
円

を
加

え
た

額
 

※
た

だ
し

、
請

求
１

件
に

つ
き

、
上

記
に

よ
り

算
定

し
た

金
額

（
複

数
の

写
し

の
交

付
の

方
法

に
よ

り
写

し
の

交
付

を
受

け
る

場
合

は
、

そ
の

合
算

額
）

が
3
0
0
円

を
超

え
な

い
と

き
は

、
手

数
料

の
額

は
3
0
0

円
と

な
り

ま
す

。

３
 

写
し

の
交

付
の

送
付

を
希

望
す

る
場

合
は

、
手

数
料

と
は

別
に

送
料

を
負

担
し

て
い

た
だ

き
ま

す
。

第
２
号
様
式
（
第
４
条
関
係
）

第
2
号

様
式

（
第

4
条

関
係

）
 

 

交
付

期
限

延
長

通
知

書
 

 

選
 

第
 

 
 

号
 

年
 

 
月

 
 

日
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

殿
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

大
分

県
選

挙
管

理
委

員
会

委
員

長
 

印
 

   
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

付
け

で
請

求
の

あ
っ

た
公

表
対

象
報

告
文

書
の

写
し

の
交

付
に

つ
い

て
は

、

政
党

の
支

部
の

公
表

対
象

報
告

文
書

の
閲

覧
及

び
写

し
の

交
付

に
関

す
る

規
程

（
平

成
8
年

大
分

県
選

挙
管

理
委

員
会

告
示

第
8
号

）
第

4
条

第
4
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

同
条

第
3
項

に
規

定
す

る
期

間
を

延
長

し
た

の
で

通
知

し
ま

す
。

 

 

公
表

対
象

報
告

文
書

の
写

し

の
交

付
請

求
の

あ
っ

た
政

党

の
支

部
の

名
称

 

   

 
規

程
第

4
条

第
4
項

に
規

定
す

 

 
る

期
間

の
満

了
日

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
 

 

 
延

長
す

る
期

間
及

び
延

長
後

 

 
の

期
間

の
満

了
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
 

  
延

長
の

理
由
 

 

 

  
連

絡
先

 

 

 
大

分
県

選
挙

管
理

委
員

会
 

 
電

話
番

号
 

 
（

 
 

 
）

 
 

－
 

 



令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日

大
分
県
報

一
〇

（
選
管
委
告
示
・
訓
令
甲
）

第
３
号
様
式
（
第
４
条
関
係
）

第
3
号

様
式

（
第

4
条

関
係

）
 

交
付

期
限

特
例

延
長

通
知

書
 

選
 

第
 

 
 

号
 

年
 

 
月

 
 

日
 

殿
 

大
分

県
選

挙
管

理
委

員
会

委
員

長
 

印
 

 
年

 
 

月
 

 
日

付
け

で
請

求
の

あ
っ

た
公

表
対

象
報

告
文

書
の

写
し

の
交

付
に

つ
い

て
は

、

政
党

の
支

部
の

公
表

対
象

報
告

文
書

の
閲

覧
及

び
写

し
の

交
付

に
関

す
る

規
程

（
平

成
 8
 年

大
分

県
選

挙
管

理
委

員
会

告
示

第
 8
 号

）
第

 4
 条

第
 5
 項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

同
条

第
 3
 項

に
規

定
す

る
期

間
を

延
長

し
た

の
で

通
知

し
ま

す
。

 

公
表

対
象
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文
書

の
写

し

の
交

付
請

求
の

あ
っ

た
政
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支
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名
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特
例
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の
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由

 
上
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支
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公

表
対

象
報

告
文

書
の

写
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の
う

ち
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相
当
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部

分
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い

て
交

付

す
る

期
限

 

 
年

 
 

 
月

 
 

 
日

 
残

り
の

公
表

対
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報
告

文
書

の
写

し
に

つ
い

て
交

付
す

る

期
限

 
年

 
 

 
月
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連

絡
先

 
 
大
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挙

管
理

委
員

会

 
電

話
番

号
 

 
（

）
 

 
－

 

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

○
訓
　
　
令
　
　
甲

大
分
県
訓
令
甲
第
二
十
二
号

本　
　
　
　
　

庁　

地　

方　

機　

関　

　

大
分
県
電
子
署
名
規
程
（
平
成
十
五
年
大
分
県
訓
令
甲
第
二
十
三
号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
。　

　
　

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

　
　
　
大
分
県
電
子
署
名
規
程

　

（
趣
旨
）

第
一
条　

こ
の
規
程
は
、
別
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
本
庁
及
び
地
方
機
関
に
お
け
る
電
子
署
名
の
実
施
に

　

つ
い
て
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
定
義
）

第
二
条　

こ
の
規
程
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と

　

こ
ろ
に
よ
る
。

　

一　

本
庁　

大
分
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
大
分
県
規
則
第
十
号
。
以
下
「
組
織
規
則
」
と
い

　
　

う
。
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
本
庁
を
い
う
。

　

二　

地
方
機
関　

組
織
規
則
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
地
方
機
関
を
い
う
。

　

三　

部
長　

大
分
県
部
等
設
置
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
大
分
県
条
例
第
七
十
一
号
）
に
よ
り
設
置
さ
れ
た

　
　

部
そ
の
他
の
内
部
組
織
の
長
及
び
会
計
管
理
局
長
を
い
う
。

　

四　

課
長　

組
織
規
則
第
四
条
第
六
項
に
規
定
す
る
課
長
、
所
長
及
び
室
長
を
い
う
。

　

五　

電
子
署
名　

電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
号
。
以
下

　
　

「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
署
名
を
い
う
。

　

六　

署
名
符
号　

電
子
署
名
を
行
う
た
め
に
用
い
る
符
号
を
い
う
。

　

七　

署
名
検
証
符
号　

署
名
符
号
と
対
応
す
る
符
号
で
あ
っ
て
、
電
子
署
名
が
当
該
署
名
符
号
に
よ
り
行

　
　

わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
も
の
を
い
う
。

　

八　

電
磁
的
記
録　

電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き

　
　

な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い

　
　

う
。
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（
訓
令
甲
）

　

九　

電
子
証
明
書　

大
分
県
が
電
子
署
名
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る

　
　

事
項
が
当
該
者
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
作
成
す
る
電
磁
的
記
録
を
い
う
。

　

十　

認
証
局　

法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
認
証
業
務
を
行
う
事
業
者
を
い
う
。

　

十
一　

電
子
署
名
記
録
媒
体　

署
名
符
号
、
署
名
検
証
符
号
及
び
電
子
証
明
書
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録

　
　

に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。

　

十
二　

当
事
者
型
電
子
署
名　

電
子
署
名
の
う
ち
、
認
証
局
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
署
名
符
号
を
用
い
て
、

　
　

自
ら
が
行
う
電
子
署
名
を
い
う
。

　

十
三　

立
会
人
型
電
子
署
名　

電
子
署
名
の
う
ち
、
契
約
、
協
定
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
（
以
下

　
　

「
契
約
等
」
と
い
う
。
）
の
当
事
者
が
、
自
ら
の
意
思
に
基
づ
き
、
当
該
契
約
等
の
当
事
者
で
な
い
事

　
　

業
者
に
指
示
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
電
子
署
名
を
い
う
。

　

（
電
子
署
名
）

第
三
条　

電
子
署
名
は
、
当
事
者
型
電
子
署
名
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
契
約
等
に
つ
き
相
手

　

方
と
の
合
意
の
内
容
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
を
作
成
す
る
場
合
に
お
け
る
電
子
署
名
は
、
立
会
人
型
電

　

子
署
名
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

（
電
子
署
名
の
職
名
）

第
四
条　

電
子
署
名
の
職
名
は
、
知
事
、
会
計
管
理
者
、
部
長
、
課
長
又
は
地
方
機
関
の
長
（
組
織
規
則
第

　

四
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
支
所
分
場
等
の
長
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
と
す
る
。

２　

前
項
に
定
め
る
職
名
以
外
の
職
に
係
る
電
子
署
名
を
行
う
業
務
上
の
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
業
務

　

を
所
管
す
る
本
庁
の
課
長
又
は
地
方
機
関
の
長
は
、
総
務
部
県
政
情
報
課
長
（
以
下
「
県
政
情
報
課
長
」

　

と
い
う
。
）
（
電
子
署
名
の
付
与
を
行
う
シ
ス
テ
ム
（
以
下
「
電
子
署
名
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
を
利

　

用
し
て
行
う
電
子
署
名
に
あ
っ
て
は
、
当
該
シ
ス
テ
ム
の
管
理
者
）
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

　

い
。

　

（
電
子
署
名
記
録
媒
体
等
の
発
行
）

第
五
条　

本
庁
の
課
長
又
は
地
方
機
関
の
長
は
、
当
事
者
型
電
子
署
名
に
よ
る
電
子
署
名
（
電
子
署
名
シ
ス

　

テ
ム
を
利
用
し
て
行
う
も
の
を
除
く
。
）
の
使
用
を
開
始
す
る
場
合
は
、
県
政
情
報
課
長
の
承
認
を
得

　

て
、
認
証
局
に
電
子
署
名
記
録
媒
体
の
発
行
を
申
請
す
る
も
の
と
す
る
。

２　

電
子
署
名
シ
ス
テ
ム
の
利
用
に
係
る
Ｉ
Ｄ
、
パ
ス
ワ
ー
ド
等
の
発
行
に
つ
い
て
は
、
当
該
シ
ス
テ
ム
の

　

管
理
者
が
別
に
定
め
る
。

　

（
電
子
署
名
記
録
媒
体
管
理
台
帳
等
）

第
六
条　

県
政
情
報
課
長
は
、
電
子
署
名
記
録
媒
体
管
理
台
帳
を
備
え
、
電
子
署
名
記
録
媒
体
の
発
行
、
失

　

効
等
の
都
度
、
必
要
事
項
を
記
載
し
、
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

電
子
署
名
シ
ス
テ
ム
の
利
用
に
係
る
Ｉ
Ｄ
、
パ
ス
ワ
ー
ド
等
の
管
理
台
帳
に
つ
い
て
は
、
当
該
シ
ス
テ

　

ム
の
管
理
者
が
別
に
定
め
る
。

　

（
電
子
署
名
記
録
媒
体
等
の
管
理
責
任
者
）

第
七
条　

電
子
署
名
記
録
媒
体
等
（
電
子
署
名
記
録
媒
体
及
び
電
子
署
名
シ
ス
テ
ム
の
利
用
に
係
る
Ｉ
Ｄ
、

　

パ
ス
ワ
ー
ド
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
管
理
責
任
者
（
以
下
「
管
理
責
任
者
」
と
い
う
。
）
は
、
別

　

表
の
と
お
り
と
す
る
。

２　

管
理
責
任
者
は
、
電
子
署
名
記
録
媒
体
等
を
厳
重
に
管
理
す
る
と
と
も
に
、
署
名
符
号
の
危
た
い
化

　

（
盗
難
、
漏
え
い
等
に
よ
り
他
人
に
よ
っ
て
使
用
さ
れ
得
る
状
態
に
な
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

　

を
防
止
す
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
電
子
署
名
実
施
者
）

第
八
条　

電
子
署
名
を
付
与
す
る
者
と
し
て
、
管
理
責
任
者
の
下
に
電
子
署
名
実
施
者
（
以
下
「
実
施
者
」

　

と
い
う
。
）
を
置
く
。

２　

実
施
者
は
、
大
分
県
公
印
規
程
（
昭
和
五
十
二
年
大
分
県
訓
令
甲
第
六
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
公
印

　

取
扱
主
任
と
す
る
。

３　

実
施
者
が
不
在
で
あ
る
と
き
は
、
大
分
県
公
印
規
程
第
四
条
の
二
に
規
定
す
る
公
印
取
扱
副
主
任
、
大

　

分
県
文
書
管
理
規
程
（
平
成
二
十
一
年
大
分
県
訓
令
甲
第
一
号
）
第
九
条
に
規
定
す
る
文
書
取
扱
主
任
又

　

は
同
規
程
第
十
条
に
規
定
す
る
文
書
取
扱
副
主
任
が
そ
の
事
務
を
代
行
す
る
。

　

（
電
子
署
名
記
録
媒
体
等
の
管
理
）

第
九
条　

実
施
者
は
、
電
子
署
名
記
録
媒
体
を
常
に
堅
固
な
容
器
に
納
め
、
盗
難
、
紛
失
及
び
不
適
正
な
使

　

用
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
錠
を
施
し
て
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

実
施
者
は
、
電
子
署
名
記
録
媒
体
の
パ
ス
ワ
ー
ド
及
び
電
子
署
名
シ
ス
テ
ム
の
利
用
に
係
る
Ｉ
Ｄ
、
パ

　

ス
ワ
ー
ド
等
（
第
十
一
条
に
お
い
て
「
電
子
署
名
記
録
媒
体
の
パ
ス
ワ
ー
ド
等
」
と
い
う
。
）
を
厳
重
に

　

管
理
す
る
と
と
も
に
、
漏
え
い
等
に
よ
り
他
人
に
使
用
さ
れ
得
る
状
態
に
な
ら
な
い
よ
う
必
要
な
措
置
を

　

講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
電
子
署
名
の
付
与
）

第
十
条　

実
施
者
は
、
電
子
署
名
す
べ
き
電
磁
的
記
録
を
決
裁
が
終
了
し
た
文
書
と
照
合
し
、
相
違
な
い
こ

　

と
を
確
認
し
た
上
で
、
電
子
署
名
を
付
与
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

電
子
署
名
記
録
媒
体
は
、
実
施
者
の
執
務
場
所
以
外
に
持
ち
出
し
、
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ

　

し
、
あ
ら
か
じ
め
管
理
責
任
者
の
承
認
を
受
け
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　

（
事
故
の
報
告
）

第
十
一
条　

管
理
責
任
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
電
子
署
名
記
録
媒
体
に
係
る

　

事
故
に
あ
っ
て
は
県
政
情
報
課
長
及
び
総
務
部
デ
ジ
タ
ル
政
策
課
長
に
、
電
子
署
名
シ
ス
テ
ム
の
利
用
に

　

係
る
Ｉ
Ｄ
、
パ
ス
ワ
ー
ド
等
に
係
る
事
故
に
あ
っ
て
は
当
該
シ
ス
テ
ム
の
管
理
者
に
、
事
故
の
報
告
を
し
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一　

電
子
署
名
記
録
媒
体
が
物
理
的
又
は
電
磁
気
的
破
損
に
よ
り
使
用
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
。

　

二　

電
子
署
名
記
録
媒
体
の
パ
ス
ワ
ー
ド
等
の
忘
失
に
よ
り
電
子
署
名
記
録
媒
体
又
は
電
子
署
名
シ
ス
テ

　
　

ム
が
使
用
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
。

　

三　

盗
難
、
紛
失
、
災
害
等
に
よ
り
電
子
署
名
記
録
媒
体
の
所
在
が
不
明
に
な
っ
た
と
き
。

　

四　

電
子
署
名
記
録
媒
体
の
パ
ス
ワ
ー
ド
等
が
漏
え
い
し
た
と
き
。

　

五　

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
電
子
署
名
記
録
媒
体
又
は
電
子
署
名
シ
ス
テ
ム
の
利
用
に
係
る
Ｉ

　
　

Ｄ
、
パ
ス
ワ
ー
ド
等
が
不
正
に
使
用
さ
れ
、
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
状
態
に
な
っ
た
と
き
。

　

（
電
子
署
名
記
録
媒
体
等
の
失
効
）

第
十
二
条　

管
理
責
任
者
は
、
前
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
（
電
子
署
名
シ
ス
テ
ム
の
利
用
に

　

係
る
Ｉ
Ｄ
、
パ
ス
ワ
ー
ド
等
に
係
る
事
故
が
あ
っ
た
と
き
を
除
く
。
）
、
電
子
証
明
書
に
記
録
さ
れ
て
い

　

る
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
、
又
は
電
子
証
明
書
の
利
用
を
中
止
す
る
と
き
は
、
直
ち
に
県
政
情
報
課

　

長
に
電
子
署
名
記
録
媒
体
の
失
効
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

電
子
署
名
シ
ス
テ
ム
の
利
用
に
係
る
Ｉ
Ｄ
、
パ
ス
ワ
ー
ド
等
の
失
効
に
つ
い
て
は
、
当
該
シ
ス
テ
ム
の

　

管
理
者
が
別
に
定
め
る
。

　

（
不
要
電
子
署
名
記
録
媒
体
の
処
理
）

第
十
三
条　

管
理
責
任
者
は
、
失
効
に
よ
り
不
要
と
な
っ
た
電
子
署
名
記
録
媒
体
を
県
政
情
報
課
長
に
引
き

　

渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

県
政
情
報
課
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
引
渡
し
を
受
け
た
電
子
署
名
記
録
媒
体
を
裁
断
等
適
切
な
方

　

法
に
よ
り
廃
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
職
務
代
理
等
の
場
合
の
電
子
署
名
）

第
十
四
条　

知
事
、
会
計
管
理
者
、
部
長
、
課
長
、
地
方
機
関
の
長
等
に
事
故
が
あ
る
と
き
、
又
は
欠
け
た

　

と
き
に
お
い
て
、
他
の
職
員
が
職
務
代
理
、
事
務
取
扱
等
に
よ
り
そ
の
職
務
を
代
行
す
る
と
き
は
、
そ
の

　

職
務
を
代
行
さ
れ
る
者
の
電
子
署
名
を
使
用
す
る
。

　

（
そ
の
他
）

第
十
五
条　

こ
の
訓
令
の
実
施
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
訓
令
の
施
行
前
に
、
認
証
局
に
お
い
て
発
行
さ
れ
た
電
子
署
名
記
録
媒
体
は
、
こ
の
訓
令
に
基
づ

　

い
て
発
行
し
た
も
の
と
み
な
す
。

（
訓
令
甲
）

　

（
大
分
県
文
書
管
理
規
程
の
一
部
改
正
）

３　

大
分
県
文
書
管
理
規
程
（
平
成
二
十
一
年
大
分
県
訓
令
甲
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

　

る
。

　
　

目
次
中
「
第
七
十
三
条
の
四
」
を
「
第
七
十
三
条
」
に
改
め
る
。

　
　

第
二
条
第
六
号
中
「
大
分
県
電
子
署
名
規
程
（
平
成
十
五
年
大
分
県
訓
令
甲
第
二
十
三
号
）
第
二
条
第

　

六
号
」
を
「
大
分
県
電
子
署
名
規
程
（
令
和　

年
大
分
県
訓
令
甲
第　
　
　

号
）
第
二
条
第
五
号
」
に
改

　

め
る
。

　
　

第
六
十
九
条
の
見
出
し
中
「
校
合
」
の
下
に
「
並
び
に
審
査
」
を
加
え
、
同
条
中
「
。
）
」
の
下
に

　

「
及
び
第
六
十
条
」
を
、
「
校
合
」
の
下
に
「
並
び
に
審
査
」
を
加
え
る
。

　
　

第
七
十
条
本
文
中
「
電
子
契
約
シ
ス
テ
ム
（
第
七
十
三
条
の
二
に
規
定
す
る
電
子
契
約
シ
ス
テ
ム
」
を

　

「
電
子
署
名
シ
ス
テ
ム
（
大
分
県
電
子
署
名
規
程
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
電
子
署
名
シ
ス
テ
ム
」

　

に
、
「
第
七
十
三
条
の
三
に
規
定
す
る
電
子
申
請
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
」
を

　

「
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
県
の
機
関
に
係
る
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
手
続
等
を
行
う
た
め
の
シ

　

ス
テ
ム
を
い
う
」
に
、
「
第
七
十
三
条
の
四
第
一
項
」
を
「
第
七
十
三
条
」
に
、
「
電
子
掲
示
板
を
い

　

う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
」
を
「
電
子
掲
示
板
を
い
う
」
に
改
め
、
同
条
た
だ
し
書
を
削
り
、
同

　

条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

　

２　

施
行
す
る
電
子
文
書
に
は
、
大
分
県
電
子
署
名
規
程
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
電
子
署
名
を
付
さ

　
　

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
許
可
、
認
可
等
の
処
分
に
関
す
る
文
書
そ
の
他
特
に
重
要
な
文
書
以

　
　

外
の
文
書
に
つ
い
て
は
、
電
子
署
名
の
付
与
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

３　

文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
以
外
の
方
法
で
電
子
文
書
を
施
行
し
た
と
き
は
、
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
施
行

　
　

年
月
日
を
登
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

第
七
十
二
条
第
二
項
を
削
る
。

　
　

第
七
十
三
条
か
ら
第
七
十
三
条
の
三
ま
で
を
削
る
。

　
　

第
七
十
三
条
の
四
第
二
項
を
削
り
、
同
条
を
第
七
十
三
条
と
す
る
。

別
表
（
第
七
条
関
係
）電

子
署
名
の
職
名

管
理
責
任
者

知　

事

県
政
情
報
課
長

会
計
管
理
者

会
計
管
理
局
主
管
課
長

部　

長

各
部
局
主
管
課
長

課　

長

本
庁
の
各
課
長



令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日

大
分
県
報

一
三

（
訓
令
甲
・
警
察
本
部
訓
令
・
企
業
局
訓
令
）

訓
令
第
21号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
令
和
７
年
12月
26日

大
分
県
警
察
本
部
長
　
幡
　
野
　
　
　
徹
　

　
別
表
の
１
中
⑵
を
削
り
、
⑶
か
ら
⒄
ま
で
を
⑵
か
ら
⒃
ま
で
と
し
、
同
表
の
２
中
⑶
を
削
り
、
⑷
か
ら
⒂

ま
で
を
⑶
か
ら
⒁
ま
で
と
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
訓
令
は
、
令
和
７
年
12月
29日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
36号

警
　
察
　
本
　
部
　

警
　
察
　
学
　
校
　

警
　
　
察
　
　
署
　

　
大
分
県
警
察
電
子
署
名
規
程
（
平
成
20年
大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
22号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　
　
令
和
７
年
12月
26日

大
分
県
警
察
本
部
長
　
幡
　
野
　
　
　
徹
　

　
第
２
条
第
３
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
⑶
　
電
子
署
名
　
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
12年

法
律
第
102号

）
第
２
条
第
１

　
　
項
に
規
定
す
る
電
子
署
名
を
い
う
。

　
第
２
条
第
６
号
中
「
電
磁
的
記
録
」
の
次
に
「
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ

て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用

に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。

　
第
８
条
第
１
項
中
「
更
新
、
廃
止
」
を
「
失
効
」
に
改
め
、
同
条
第
２
項
中
「
更
新
、
廃
止
等
を
行
っ
た

場
合
」
を
「
失
効
等
の
必
要
が
あ
る
と
き
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
訓
令
は
、
令
和
８
年
１
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
37号

警
　
察
　
本
　
部
　

警
　
察
　
学
　
校
　

警
　
　
察
　
　
署
　

　
大
分
県
警
察
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
開
示
等
に
関
す
る
事
務
取
扱
規
程
（
令
和
５
年
大
分
県
警
察
本
部

地
方
機
関
の
長

各
地
方
機
関
の
長

第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
も
の

県
政
情
報
課
長
が
定
め
た
者

　

備
考　

電
子
署
名
シ
ス
テ
ム
の
利
用
に
係
る
Ｉ
Ｄ
、
パ
ス
ワ
ー
ド
等
の
管
理
責
任
者
は
、
こ
の
表
の
規
定

　

に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
シ
ス
テ
ム
を
利
用
す
る
所
属
の
長
と
す
る
。

○
警
察
本
部
訓
令

○
企
業
局
訓
令

大
分
県
企
業
局
訓
令
第
十
四
号

本　
　
　
　
　

局　

事　
　

業　
　

所　

　

大
分
県
企
業
局
職
員
服
務
規
程
（
平
成
二
年
大
分
県
企
業
局
訓
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　
　

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日

大
分
県
企
業
局
長　
　

渡　
　
　

辺　
　
　

淳　
　
　

一　

　

第
二
十
六
条
中
「
第
十
六
条
」
を
「
第
十
五
条
」
に
、
「
産
前
産
後
等
の
有
給
休
暇
」
を
「
産
前
産
後
の

休
暇
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
八
条
中
「
第
十
四
条
の
二
」
を
「
第
十
五
条
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
四
条
第
三
項
た
だ
し
書
中
「
と
き
」
の
下
に
「
、
又
は
総
務
課
長
が
別
に
定
め
る
基
準
に
該
当
し

な
い
と
き
」
を
加
え
る
。

　

第
四
号
様
式
及
び
第
四
号
様
式
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日

大
分
県
報

一
四

（
企
業
局
訓
令
）

第
４
号
様
式
（
第
25条
関
係
）

第
４
号
様
式
の
２
（
第
25条
関
係
）

第
4
号
様
式
(
第

2
5
条
関
係
) 

診
断

書
 

氏
 

 
 

 
 

名
 

 
男

 
・

 
女

 
年

 
 

月
 

 
日

生
（

 
 

歳
）
 

住
 

 
 

 
 
所

 
 

病
 

 
 

 
名

 
 

発
病

：
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 
初

診
：

 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

療
養

を
要

す
る

 

期
間

（
※

１
）

 
年

 
 

 
月

 
 

 
日

 
～

 
 

 
 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
 

主
な

既
往

症
 

 

病
 

    歴
 

発
病

時
の

状
況

及
び

経
過

の

概
 

要

 

現
在

の
 

症
状
 

 

検
査

結
果

 

（
※

２
、

３
）

 
 【

胸
部

画
像

所
見

】
 

 
 

 

   【
そ

の
他

所
見

】
 

   

直
近

の
菌

検
査

 
検

体
 

塗
抹

 
培

養
 

拡
散

増
幅

法
 

（
TB-PCR等

）
 

年
月

日
 

喀
痰

 
・

 
胃

液
 

そ
の
他
（

 
 

 
 

）
 

 
 

 
 

年
月

日
 

喀
痰

 
・

 
胃

液
 

そ
の
他
（

 
 

 
 

）
 

 
 

 
 

 
 

年
月

日
 

喀
痰

 
・

 
胃

液
 

そ
の
他
（

 
 

 
 

）
 

 
 

 
 

結
核

療
養

休
暇

、
 

出
勤

、
休

職
及

び
 

復
職

に
対

す
る

 

意
見
 

 

上
記
の
と
お
り
診
断
し
ま
す
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

医
療

機
関

名
(
所

在
地

) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
主

治
医

氏
名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
  
 
  

印
 

 
（

※
１

）
結

核
療

養
休

暇
及

び
休

職
の

場
合

の
療

養
期

間
は

、
推

定
を

ご
記

入
く

だ
さ

い
。

 

 
（

※
２

）
菌

検
査

、
画

像
所

見
等

は
で

き
る

だ
け

詳
細

に
ご

記
入

く
だ

さ
い

。
 

 
（

※
３

）
検

査
デ

ー
タ

（
菌

検
査

、
胸

部
Ⅹ

線
検

査
、

Ｃ
Ｔ

検
査

等
）

を
添

付
し

ご
提

出
く

だ
さ

い
。

 

第
4
号
様
式
の

2(第
25

条
関
係

) 

診
断

書
 

氏
名

 
 

男
 

・
 

女
 

 
 
 

 
 
年

 
 

月
 

 
日

生
（
 

 
歳

）
 

住
所

 
 

病
名

 
 

発
病
：
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 
初

診
：

 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

療
養

を
要

す
る

 

期
間

（
※

１
）

 
年

 
 

 
月

 
 

 
日

 
～

 
 

 
 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
 

主
な

既
往

症
 

 

病        歴 

発
病

時
の

状
況

及
び

経
過

の
 

概
要

 

 

現
在

の
 

症
状

 

 

治
療

及
び

 

投
薬

内
容

 

（
※

２
）

 

 

病
気

休
暇

、
出

勤
、

休
職

及
び

復
職

に
 

対
す

る
意

見
 

（
※

３
）

 

 

そ
の

他
 

特
記

す
べ

き
 

事
項

 

 

上
記

の
と

お
り

診
断

し
ま

す
。

 

 
 

年
 

 
 
 

月
 

 
 

 
日

 

医
療

機
関

名
(所

在
地

) 

主
治

医
氏

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

印
 

（
※

１
）

病
気

休
暇

及
び

休
職

の
場

合
の

療
養

期
間

は
、

推
定

を
ご

記
入

く
だ

さ
い

。
 

（
※

２
）

投
薬

内
容

に
つ

い
て

は
、

薬
名

及
び

量
を

具
体

的
に

ご
記

入
く

だ
さ

い
。

 

（
※

３
) 

病
気

休
暇

及
び

休
職

の
場

合
は

、
療

養
に

対
す

る
意

見
を

ご
記

入
く

だ
さ

い
。

ま
た

、
復

職
の

場
合

は
、

就
業

に
係

る
意

見
を

ご

記
入

く
だ

さ
い

。
 



令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日

大
分
県
報

一
五

　

第
十
六
号
様
式
の
二
の
備
考
２
中
「運

転
記
録
証
明
書

」
の
次
に
「
（過

去
５
年

）
」
を
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

○
病
院
局
訓
令

大
分
県
病
院
局
訓
令
第
十
一
号

本　
　
　

局　

病　
　
　

院　

　

大
分
県
病
院
局
職
員
服
務
規
程
（
平
成
十
八
年
大
分
県
病
院
局
訓
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　
　

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日

大
分
県
病
院
局
長　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

昌　
　
　

司　

　

第
五
十
二
条
第
三
項
た
だ
し
書
中
「
と
き
」
の
下
に
「
、
又
は
総
務
経
営
課
長
が
別
に
定
め
る
基
準
に
該

当
し
な
い
と
き
」
を
加
え
る
。

　

第
五
号
様
式
及
び
第
六
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
企
業
局
訓
令
・
病
院
局
訓
令
）

第
５
号
様
式
（
第
23条
及
び
第
30条
関
係
）

第
５
号
様

式
（
第

２
３
条

及
び

第
３
０
条

関
係
）

 

診
断

書
 

氏
 

 
 

 
 

名
 

 
男

 
・

 
女

 
年

 
 

月
 

 
日

生
（

 
 

歳
）
 

住
 

 
 

 
 
所

 
 

病
 

 
 

 
名

 
 

発
病

：
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 
初

診
：

 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

療
養

を
要

す
る

 

期
間

（
※

１
）

 
年

 
 

 
月

 
 

 
日

 
～

 
 

 
 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
 

主
な

既
往

症
 

 

病
 

    歴
 

発
病

時
の

状
況

及
び

経
過

の

概
 

要

 

現
在

の
 

症
状
 

 

検
査

結
果

 

（
※

２
、

３
）

 
 【

胸
部

画
像

所
見

】
 

 
 

 

   【
そ

の
他

所
見

】
 

   

直
近

の
菌

検
査

 
検

体
 

塗
抹

 
培

養
 

拡
散
増

幅
法
 

（
TB-PCR等

）
 

年
月

日
 

喀
痰

 
・

 
胃

液
 

そ
の
他
（

 
 

 
 

）
 

 
 

 
 

年
月

日
 

喀
痰

 
・

 
胃

液
 

そ
の
他
（

 
 

 
 

）
 

 
 

 
 

 
 

年
月

日
 

喀
痰

 
・

 
胃

液
 

そ
の
他
（

 
 

 
 

）
 

 
 

 
 

結
核

療
養

休
暇

、
 

出
勤

、
休

職
及

び
 

復
職

に
対

す
る

 

意
見
 

 

上
記
の
と
お
り
診
断
し
ま
す
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

医
療

機
関

名
(
所

在
地

) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
主

治
医

氏
名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
  
 
  

印
 

 
（

※
１

）
結

核
療

養
休

暇
及

び
休

職
の

場
合

の
療

養
期

間
は

、
推

定
を

ご
記

入
く

だ
さ

い
。

 

 
（

※
２

）
菌

検
査

、
画

像
所

見
等

は
で

き
る

だ
け

詳
細

に
ご

記
入

く
だ

さ
い

。
 

 
（

※
３

）
検

査
デ

ー
タ

（
菌

検
査

、
胸

部
Ⅹ

線
検

査
、

Ｃ
Ｔ

検
査

等
）

を
添

付
し

ご
提

出
く

だ
さ

い
。

 



令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日

大
分
県
報

一
六

　

第
二
十
号
様
式
の
備
考
２
中
「運

転
記
録
証
明
書

」
の
次
に
「
（過

去
５
年

）
」
を
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

○
正
　
　
　
　
　
誤

　

令
和
七
年
十
二
月
十
九
日
付
け
大
分
県
報
（
六
六
六
）
に
登
載
の
大
分
県
企
業
局
訓
令
第
十
二
号
（
大
分

県
企
業
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
）
中
の
訂
正

ペ
ー
ジ

段

誤

正

二
七

上

左
の
誤
の
と
お
り

左
の
正
の
と
お
り

　

誤

　

別
表
第
二
の
十
五
の
項
を
同
表
の
十
六
の
項
と
し
、
同
表
の
三
の
項
か
ら
十
四
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰

り
下
げ
、
同
表
の
二
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

正

　

別
表
第
二
の
十
五
の
項
を
同
表
の
十
六
の
項
と
し
、
同
表
の
三
の
項
か
ら
十
四
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰

り
下
げ
、
同
表
の
二
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

三　

風
水
震
火
災
そ
の
他
天
災
地
変
に
よ
り
次
の
い
ず
れ
か

　

に
該
当
す
る
場
合

　

イ　

会
計
年
度
任
用
職
員
の
現
住
居
が
滅
失
し
、
又
は
損

　
　

壊
し
た
場
合
で
、
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
が
そ
の
復

　
　

旧
作
業
等
を
行
う
と
き
。

　

ロ　

災
害
（
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第

　
　

二
百
二
十
三
号
）
第
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
非

　
　

常
災
害
対
策
本
部
が
設
置
さ
れ
た
非
常
災
害
若
し
く
は

　
　

同
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
緊
急
災
害

　
　

対
策
本
部
が
設
置
さ
れ
た
著
し
く
異
常
か
つ
激
甚
な
非

　
　

常
災
害
又
は
こ
れ
ら
の
本
部
の
設
置
が
見
込
ま
れ
る
も

　
　

の
に
限
る
。
）
に
よ
り
会
計
年
度
任
用
職
員
の
現
住
居

　
　

以
外
の
住
居
又
は
親
族
の
住
居
が
滅
失
し
、
又
は
損
壊

　
　

し
た
場
合
で
、
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
が
そ
の
復
旧

　
　

作
業
等
を
行
う
と
き
。

　

ハ　

会
計
年
度
任
用
職
員
及
び
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員

　
　

と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
の
生
活
に
必
要
な
水
、
食

一
週
間
を
超
え
な
い
範
囲
で
そ
の
都
度

必
要
と
認
め
る
期
間

（
病
院
局
訓
令
・
正
誤
）

第
６
号
様
式
（
第
23条
及
び
第
30条
関
係
）

第
６
号
様

式
（
第

２
３
条

及
び

第
３
０
条

関
係
）

 

診
断

書
 

氏
名

 
 

男
 

・
 

女
 

 
 
 

 
 
年

 
 

月
 

 
日

生
（
 

 
歳

）
 

住
所

 
 

病
名

 
 

発
病
：
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 
初

診
：

 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

療
養

を
要

す
る

 

期
間

（
※

１
）

 
年

 
 

 
月

 
 

 
日

 
～

 
 

 
 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
 

主
な

既
往

症
 

 

病        歴 

発
病

時
の

状
況

及
び

経
過

の
 

概
要

 

 

現
在

の
 

症
状

 

 

治
療

及
び

 

投
薬

内
容

 

（
※

２
）

 

 

病
気

休
暇

、
出

勤
、

休
職

及
び

復
職

に
 

対
す

る
意

見
 

（
※

３
）

 

 

そ
の

他
 

特
記

す
べ

き
 

事
項

 

 

上
記

の
と

お
り

診
断

し
ま

す
。

 

 
 

年
 

 
 
 

月
 

 
 

 
日

 

医
療

機
関

名
(所

在
地

) 

主
治

医
氏

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

印
 

（
※

１
）

病
気

休
暇

及
び

休
職

の
場

合
の

療
養

期
間

は
、

推
定

を
ご

記
入

く
だ

さ
い

。
 

（
※

２
）

投
薬

内
容

に
つ

い
て

は
、

薬
名

及
び

量
を

具
体

的
に

ご
記

入
く

だ
さ

い
。

 

（
※

３
) 

病
気

休
暇

及
び

休
職

の
場

合
は

、
療

養
に

対
す

る
意

見
を

ご
記

入
く

だ
さ

い
。

ま
た

、
復

職
の

場
合

は
、

就
業

に
係

る
意

見
を

ご

記
入

く
だ

さ
い

。
 



令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日

大
分
県
報

一
七

（
正
誤
）

　
　

料
等
が
著
し
く
不
足
し
て
い
る
場
合
で
、
当
該
会
計
年

　
　

度
任
用
職
員
以
外
に
は
そ
れ
ら
の
確
保
を
行
う
こ
と
が

　
　

で
き
な
い
と
き
。


